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建築物

●基本的考え方●

エレベーターは高齢者、障害者等で階段の利用が困難な人にとって、最も有効な垂直方向の移動手段

です。また、車いす使用者や視覚障害者が自力で操作して目的の階に到達できるよう、表示や案内など

にもこまやかな配慮が必要です。

項 目

●通 常 の 整 備 基 準

★経 路 の 整 備 基 準
○ バリアフリー法誘導基準

整備基準の解説

(1) 通 常の エ

レベーター

移動等円滑化経路上のエレベーター等は、次に定

める構造とすること（学校、事務所、共同住宅等、

自動車教習場、学習塾等、工場及び床面積の合計が

2,000 ㎡未満の施設を除く｡）。

○利用者の用に供し、直接地上に通ずる出入口が

ない階を有する特定建築物には、かごが当該階

に停止するエレベーターを設ける。

○以下に定める構造のエレベーター以外のエレベ

ーターは、以下の整備基準の(ｲ)から(ｶ)までに

規定する構造とする。

・停止階 ★(ｱ)かごは、利用居室、車いす使用者用便房又は車

いす使用者用駐車施設がある階及び地上階に停

止すること。

○利用居室、車いす使用者用便房、車いす使用者

用駐車施設、車いす使用者用浴室又は車いす使

用者用客室がある階及び地上階に停止するこ

と。

⇒専ら駐車場の用に供される階の

うち、車いす使用者用駐車施設が

設けられていない階は、エレベー

ターのかごの停止を求めない。

・出入口 ★(ｲ)かご及び昇降路の出入口の幅は、80cm 以上とす

ること。

○不特定多数の者が利用する１以上の昇降機のか
ご及び昇降路の出入口の幅は、90cm 以上とする。

⇒「80cm」は車いすが通過できる寸

法である。

・かごの構造 ★(ｳ)かごの幅は、140cm以上とすること。

○不特定多数の者が利用する１以上の昇降機のか
ごの幅は、160cm 以上とする。

★(ｴ)かごの奥行きは、 135cm 以上とすること。 ⇒「135cm」はJISの 11 人乗り及び

13 人乗りのかごの奥行き寸法で

あり、電動車いすも収まる寸法で

ある。

★(ｵ)かごは、車いすの転回に支障がない構造とする

こと。

⇒「車いすの転回に支障がない構

造」とは、間口 140cm×奥行き

135cmである。(社団法人日本エレ

ベーター協会標準)

・乗降ロビーの

構造

★(ｶ) 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その

幅及び奥行きは、150cm 以上とすること。

○不特定多数の者が利用する１以上の昇降機の乗
降ロビーの幅及び奥行きは、180cm 以上とする。

⇒「150cm 角」は車いす使用者が余

裕をもって回転することができ

る寸法である。

・操作盤等 ★(ｷ) かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が

利用しやすい位置に制御装置を設けること。

〔５〕 エレベーター等
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＜乗降ロビー＞ ＜かご内＞

＜乗降ロビー及びかごの寸法＞ ＜かご内＞

●：通常の整備基準 ○：誘導基準 無印：計画・設計上の配慮事項

★：移動等円滑化経路の整備基準
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